
【概要】
那須烏山市内を流れる一級河川那珂川の中に
ある「境堰」は、昭和38年度に造成され約54年
が経過していました。
施設の老朽化や大雨などによって堰本体が損
傷し、農業用水の取り入れができない状態が続
いていました。
また、大雨時には堤防決壊による洪水被害な
ど広範囲にあったため、令和3年1月に工事着手
し、令和4年3月に無事完成しました。

【事業内容】
・事業名：農業用河川工作物応急対策事業
・受益面積：60.7ha
・工期：令和元(2019)年度～令和3(2021)年度
・事業内容：取水堰改修1箇所
・総事業費：1.6億円
・作付作物：水稲、とまと、なす、さつまいも等

【地区の現況】

【地区解説図】

＜問い合わせ先＞
塩谷南那須農業振興事務所 農村整備部
TEL：0287-43-1261 Email：shioya_minaminasu-nsj@pref.tochigi.lg.jp

堰本体施設の大半が流され
てしまい農業用水が確保が
できない状況でした。

～破損施設の復旧による災害の未然防止～
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完成した境堰

河川内を右岸、左岸毎に2年間
をかけて堰の復旧を行いまし
た。

BEFORE AFTER


